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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 10月 1日 (2007.10.1)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 打 ち 出 し た 遊 技 球 が 流 下 す る 遊 技 領 域 を 備 遊 技 盤 と 、 前 記 遊 技 盤 が 取 り
付 け ら れ る 本 体 基 部 と 、

　
こ と を 特 徴 と す る 弾 球 遊 技 機 。

【 請 求 項 ２ 】
柄 表 示 図 柄 表 示 装 置 を 前 記 遊 技 盤 に 設 け た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 載 の 弾

球 遊 技 機 。
【 請 求 項 ３ 】
　 打 ち 出 し た 遊 技 球 が 流 下 す る 遊 技 領 域 を 備 遊 技 盤 と 、 前 記 遊 技 盤 が 取 り 付 け ら れ る

本 体 基 部 と 、

こ と を 特 徴 と す る 弾 球 遊 技 機 の 組 立 方 法 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ６ 】

え た 前 面 側 か ら
と と も に 前 記 遊 技 盤 の 下 方 に は 遊 技 球 の 供 給 皿 が 設 け ら れ た 前 記

本 体 基 部 に 開 閉 自 在 に 取 り 付 け ら れ 、 前 記 遊 技 領 域 を 視 認 可 能 に す る 前 面 扉 と 、 遊 技 盤 を
流 下 し た 遊 技 球 を 回 収 す る 球 通 路 が 前 面 に 形 成 さ れ 、 背 面 に 遊 技 作 動 装 置 の 動 作 を 制 御 す
る 制 御 基 板 が 取 り 付 け ら れ た 球 通 路 ユ ニ ッ ト と を 備 え た 弾 球 遊 技 機 に お い て 、

前 記 本 体 基 部 に 前 記 球 通 路 ユ ニ ッ ト が 取 り 付 け ら れ た 後 に 前 記 遊 技 盤 が 前 記 球 通 路 ユ ニ
ッ ト の 前 面 側 か ら 取 り 付 け ら れ る

　 図 を す る １ 記

え た
と と も に 前 記 遊 技 盤 の 下 方 に は 遊 技 球 の 供 給 皿 が 設 け ら れ た 前 記 本 体 基 部 に
開 閉 自 在 に 取 り 付 け ら れ 、 前 記 遊 技 領 域 を 視 認 可 能 に す る 前 面 扉 と 、 遊 技 盤 を 流 下 し た 遊
技 球 を 回 収 す る 球 通 路 が 前 面 に 形 成 さ れ 、 背 面 に 遊 技 機 の 動 作 を 制 御 す る 制 御 基 板 が 取 り
付 け ら れ た 球 通 路 ユ ニ ッ ト と を 備 え た 弾 球 遊 技 機 の 組 立 方 法 に お い て 、
　 前 記 本 体 基 部 に 前 記 球 通 路 ユ ニ ッ ト が 取 り 付 け ら れ た 後 に 前 記 遊 技 盤 が 前 記 球 通 路 ユ ニ
ッ ト の 前 面 側 か ら 取 り 付 け ら れ る



　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め に 、 本 発 明 の 弾 球 遊 技 機 は 、 打 ち 出 し た 遊 技 球 が 流 下 す る 遊 技
領 域 を 備 遊 技 盤 と 、 前 記 遊 技 盤 が 取 り 付 け ら れ る

本 体 基 部 と 、

も の で あ る 。 な お 、 こ こ で
言 う 記 憶 手 段 と は 、 Ｅ Ｅ Ｐ （ Ｅ ｌ ｅ ｃ ｔ ｒ ｉ ｃ Ｅ ｒ ａ ｓ ｅ ） Ｒ Ｏ Ｍ や フ ラ ッ シ ュ メ モ リ ー
（ Ｆ ｌ ａ ｓ ｈ Ｍ ｅ ｍ ｏ ｒ ｙ ） 等 の Ｒ Ｏ Ｍ （ Ｒ ｅ ａ ｄ Ｏ ｎ ｌ ｙ Ｍ ｅ ｍ ｏ ｒ ｙ ） が 含 ま れ る も
の と す る 。 ま た 、 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 記 憶 手 段 か ら 伝 送 さ れ た 前 記 作 動 用 情 報 を 記 憶 で
き る 伝 送 情 報 記 憶 手 段 を 備 え て い る こ と が 好 ま し い 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 ま た 、 本 発 明 の 弾 球 遊 技 機 の 組 立 方 法 は 、 打 ち 出 し た 遊 技 球 が 流 下 す る 遊 技 領 域 を 備

遊 技 盤 と 、 前 記 遊 技 盤 が 取 り 付 け ら れ る
本 体 基 部 と 、

弾 球 遊 技 機 を 組 み 立 て る も の で あ
る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 本 発 明 の 弾 球 遊 技 機 は 技 盤 を 変 え る だ け で 遊 技 性 の 異 な る 新 規 の 機 種 替 え を 行 う こ
と が で き 、 コ ス ト ダ ウ ン を 効 率 よ く 行 う こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ３ 】
　 な お 、 本 発 明 の 弾 球 遊 技 機 の 組 立 方 法 は 技 盤 を 変 え る だ け で 遊 技 性 の 異 な る 新 規 の
機 種 替 え を 行 う こ と が で き 、 コ ス ト ダ ウ ン を 効 率 よ く 行 う こ と が で き る 。
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え た と と も に 前 記 遊 技 盤 の 下 方 に は 遊 技
球 の 供 給 皿 が 設 け ら れ た 前 記 本 体 基 部 に 開 閉 自 在 に 取 り 付 け ら れ 、 前 記 遊 技
領 域 を 視 認 可 能 に す る 前 面 扉 と 、 遊 技 盤 を 流 下 し た 遊 技 球 を 回 収 す る 球 通 路 が 前 面 に 形 成
さ れ 、 背 面 に 遊 技 作 動 装 置 の 動 作 を 制 御 す る 制 御 基 板 が 取 り 付 け ら れ た 球 通 路 ユ ニ ッ ト と
を 備 え た 弾 球 遊 技 機 に お い て 、 前 記 本 体 基 部 に 前 記 球 通 路 ユ ニ ッ ト が 取 り 付 け ら れ た 後 に
前 記 遊 技 盤 が 前 記 球 通 路 ユ ニ ッ ト の 前 面 側 か ら 取 り 付 け ら れ る

え
た と と も に 前 記 遊 技 盤 の 下 方 に は 遊 技 球 の 供 給 皿
が 設 け ら れ た 前 記 本 体 基 部 に 開 閉 自 在 に 取 り 付 け ら れ 、 前 記 遊 技 領 域 を 視 認
可 能 に す る 前 面 扉 と 、 遊 技 盤 を 流 下 し た 遊 技 球 を 回 収 す る 球 通 路 が 前 面 に 形 成 さ れ 、 背 面
に 遊 技 機 の 動 作 を 制 御 す る 制 御 基 板 が 取 り 付 け ら れ た 球 通 路 ユ ニ ッ ト と を 備 え た 弾 球 遊 技
機 の 組 立 方 法 に お い て 、 前 記 本 体 基 部 に 前 記 球 通 路 ユ ニ ッ ト が 取 り 付 け ら れ た 後 に 前 記 遊
技 盤 が 前 記 球 通 路 ユ ニ ッ ト の 前 面 側 か ら 取 り 付 け ら れ る

、 遊

、 遊
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